
令和４年第４回岐阜県議会定例会提出議案の概要（条例その他）

（令和４年９月１６日）

議第１０８号 岐阜県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例
について

[担当課：人事課]

国家公務員法等の一部改正に鑑み、国家公務員に準じて、次のとおり規
定の整備を行う。

１ 岐阜県職員の定年等に関する条例の一部改正
⑴ 職員の定年を次のとおり段階的に引き上げる。

改 正 後

令和５・ 令和７・ 令和９・ 令和11・ 令和13年
改正前

６ 年 度 ８ 年 度 1 0 年 度 1 2 年 度 度 以 後

一般職員 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
医 師 ・

歯科医師

⑵ 管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入
ア 管理監督職（※）の職員は、原則として６０歳に達した日の翌日
から同日以後の最初の４月１日までの間に、管理監督職以外の職に
異動させる。
※ 次に掲げる職（医師・歯科医師が占める職等の一定の職を除く。）

・ 管理職手当を支給される職員が占める職

・ 主幹教諭及び指導教諭

・ 国際園芸アカデミー及び森林文化アカデミーの教授

・ 警視又は警部の階級にある警察官 等

イ 公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、次のとおり引き続
き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

職務の遂行上の特別の事情等がある場合は、もともと就いてい(ア)
た管理監督職に留任させることができる（最長３年まで延長可
能）。

資料４
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特定管理監督職群（※）に属する管理監督職を占める場合は、(イ)
もともと就いていた管理監督職に留任させるか、同一の特定管理
監督職群に属する他の管理監督職に降任又は転任させることがで
きる（定年退職日まで延長可能）。
※ 職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職で、これらの欠員を容易

に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情があるもの

⑶ 定年前再任用短時間勤務制の導入
６０歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、

短時間勤務の職に採用することができるものとする。

⑷ その他所要の規定の整理を行う。

２ 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改
正
⑴ 当分の間、職員の給料月額は、原則として、６０歳に達した日後の
最初の４月１日以後、その者に適用される給料表の職務の級及び号給
に応じた額の７割とする。

⑵ 当分の間、管理監督職勤務上限年齢制により降任又は降給を伴う転
任をした職員の給料月額は、異動前の給料月額の７割水準とする。

⑶ １⑶により採用する定年前再任用短時間勤務職員の給与及び勤務条
件（任期を除く。）は、現行の再任用短時間勤務職員と同様とする。

⑷ その他所要の規定の整理を行う。

３ 岐阜県職員退職手当条例の一部改正
⑴ ６０歳に達した日以後に定年前の退職を選択した職員が不利になら
ないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を
算定する。

⑵ ２⑴又は⑵により給料月額が減額される職員が不利にならないよう、
当分の間、ピーク時特例（※）を適用して退職手当を算定する。
※ 給与改定以外の事情で給料月額が減額されたことがある場合に、退職手当の

計算に不利益が生じないよう、ピーク時までの期間とピーク時後退職時までの

期間に分けて算定

⑶ その他所要の規定の整理を行う。
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４ 岐阜県職員の再任用に関する条例の廃止
⑴ 職員の定年が引き上げられることに伴い、現行の再任用制度を廃止
する。

⑵ 定年の段階的な引上げ期間中は、定年から６５歳までの間の経過措
置として、現行の再任用制度と同様の暫定再任用制度を措置する。

５ 次の８条例について、所要の規定の整理を行う。
⑴ 岐阜県職員の分限に関する条例
⑵ 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
⑶ 岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例
⑷ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条
例

⑸ 岐阜県職員の育児休業等に関する条例
⑹ 岐阜県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
⑺ 岐阜県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
⑻ 岐阜県職員の留学費用の償還に関する条例

（一部を除き、令和５年４月１日から施行）
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議第１０９号 岐阜県個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

[担当課：情報システム課]

１ 知事が行う次の２事務について、申請者の利便性の向上のため、個人
番号（マイナンバー）を利用して必要な特定個人情報（※）の提供を市
町村等から受けることとし、申請に係る添付書類（所得課税証明書等）
を省略することができるようにする。
※ 個人番号をその内容に含む個人情報

⑴ 清流の国ぎふ大学生等奨学金条例による奨学金の貸与に関する事務
⑵ ウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に限る。）の患者に対する
医療費の助成に関する事務

２ 申請者の利便性の向上のため、知事が保有する一定の特定個人情報を
１⑴の事務の処理のために利用することができることとし、申請に係る
添付書類を省略することができるようにする。

（令和５年４月１日から施行）
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議第１１０号 岐阜県立自然公園条例の一部を改正する条例について
[担当課：環境生活政策課]

自然公園法の一部改正に鑑み、県立自然公園（以下「自然公園」とい
う。）について次のとおり規定の整備を行う。

１ 質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画の認定に
係る制度を創設する。
⑴ 自然公園をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、質の高
い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織す
ることができる。

⑵ ⑴の協議会において自然体験活動促進計画を作成したときは、知事
の認定を申請することができる。

⑶ ⑵の認定を受けた計画に係る自然体験活動促進事業については、特
別地域等における行為に係る許可等を不要とする。

２ １と同様、利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定
に係る制度を創設する。

３ 自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、野生動物（鳥類
又は哺乳類に限る。）への餌付け等当該自然公園の利用に支障を及ぼす
おそれのある行為を禁止する。

４ 次の場合は、３０万円以下の罰金に処する。
⑴ １及び２の認定を受けた者が、計画の実施状況等に関し、知事が求
めた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚
偽の陳述をしたとき

⑵ 職員の指示に従わないで、みだりに３の行為をしたとき

５ 自然公園の特別地域内において知事の許可を受けずに工作物の新築等
の行為をしたときの罰則を、次のとおり引き上げる。
【変更前】６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金
【変更後】１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

（令和５年４月１日から施行）
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議第１１１号 岐阜県民生委員定数条例の一部を改正する条例について
[担当課：地域福祉課]

次の市町の区域における民生委員の定数について、それぞれ次のとおり
変更する。

定 数
市町の区域

現 行 改 正 後

大垣市 ３５９人 ３６７人

高山市 ２２７人 ２２８人

関市 ２０１人 ２０２人

各務原市 ２３０人 ２３１人

瑞穂市 ８２人 ８３人

飛驒市 ８２人 ８１人

神戸町 ３４人 ３９人

輪之内町 ２０人 ２２人

揖斐川町 ７３人 ７０人

（令和４年１２月１日から施行）
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議第１１２号 岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例について

[担当課：障害福祉課]

岐阜県立ひまわりの丘（※）の障害者支援施設を、社会福祉法人岐阜県
福祉事業団に移譲するため、所要の規定の整備を行う。
※ 障害者支援施設及び障害児入所施設がある。

（令和５年４月１日から施行）

議第１１３号 岐阜県証紙条例の一部を改正する条例について
[担当課：出納管理課]

次の方法により使用料及び手数料を納付する場合は、証紙徴収の方法に
よらないこととする。
１ インターネットバンキング等の一定の情報通信技術を利用して自ら納
付する方法

２ 指定納付受託者（※）に委託して納付する方法
※ クレジットカード、電子マネー等の事業者で地方自治法の規定に基づき知事が

もの指定する

（公布の日から施行）
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議第１１４号 新愛岐大橋下部工事の請負契約について
[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共地域連携推進事業新愛岐大橋下部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ８７４，５００，０００円

４ 契約の相手方 岐阜市宇佐南１丁目３番１１号
大日本土木株式会社

５ 工事の場所 一般県道扶桑各務原線
各務原市鵜沼大伊木町地内

６ 工事の概要 橋りょう下部工
橋脚 ４基

議第１１５号 新藍川橋下部工事の請負契約について
[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共道路改築事業新藍川橋下部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 １，０６１，５００，０００円

４ 契約の相手方 市川・玉田特定建設工事共同企業体
構成員
岐阜市鹿島町６丁目２７番地
株式会社市川工務店

岐阜市大洞１丁目１６番１１号
玉田建設株式会社

５ 工事の場所 主要地方道川島三輪線
岐阜市加野地内

６ 工事の概要 橋りょう下部工
橋脚 １基
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議第１１６号 長良川新 橋下部工事の請負契約について
しんきょう

[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共社会資本整備総合交付金事業長良川新橋下部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 １，２１０，０００，０００円

４ 契約の相手方 ＴＳＵＣＨＩＹＡ・岐建特定建設工事共同企業体
構成員
大垣市神田町２丁目５５番地
ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社

大垣市西崎町２丁目４６番地
岐建株式会社

５ 工事の場所 一般県道大垣江南線
安八郡安八町森部地内

６ 工事の概要 橋りょう下部工
橋脚 ２基

議第１１７号 都市計画道路新所平島線立体交差新設工事の委託契約について
しんしょへいじま

[担当課：都市整備課]

１ 契約の目的 公共社会資本整備総合交付金事業都市計画道路新所平
島線立体交差新設工事

２ 契約の方法 随意契約

３ 契 約 金 額 ７，９１５，６００，０００円

４ 契約の相手方 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号

社東海旅客鉄道株式会

都市計画道路新所平島線５ 工事の場所
羽島郡岐南町徳田及び平成地内

６ 工事の概要 函体工 一式
かん
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議第１１８号 多治見警察署庁舎建築工事の請負契約について
[担当課：警察本部装備施設課]

１ 契約の目的 多治見警察署庁舎建築工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 １，８５５，７００，０００円

４ 契約の相手方 岐建・中島・舘林特定建設工事共同企業体
構成員
大垣市西崎町２丁目４６番地
岐建株式会社

中津川市加子母１００５番地
株式会社中島工務店

土岐市土岐津町土岐口１９５６番地
舘林建設株式会社

５ 工事の場所 多治見市宝町地内

６ 工事の概要 庁舎棟
鉄骨鉄筋コンクリート造６階建
延べ面積５，４７４．５１平方メートル

自転車置場
鉄骨造平屋建
延べ面積１８．３５平方メートル
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議第１１９号 建物の無償譲渡について
[担当課：障害福祉課]

県は、岐阜県立ひまわりの丘の次の建物を無償で譲渡する。

１ 譲渡する建物の概要
宿泊棟
所 在 地 関市桐ヶ丘２丁目３番地
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
延べ床面積 ８０７．２４平方メートル

作業棟
所 在 地 関市桐ヶ丘３丁目２番地
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
延べ床面積 ２６５．３１平方メートル

作業棟
所 在 地 関市桐ヶ丘３丁目２番地
構 造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
延べ床面積 １９３．１０平方メートル

２ 譲渡の相手方
岐阜市下奈良２丁目２番１号
社会福祉法人岐阜県福祉事業団
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議第１２０号 徳山ダム上流域の山林の取得について
[担当課：水資源課]

県は、徳山ダム上流域の公有地化を推進するため、次の山林の取得（共
有持分の取得を含む。）をする。

１ 所 在 地 揖斐郡揖斐川町塚字塚奥山５４８番１３ほか２６筆

２ 取得予定面積 １２，７３９，２６３．０９平方メートル（うち、共
有持分の取得に係る山林の面積は、１２，７２７，０
８０．８９平方メートル（共有持分の取得に係る山林
の筆ごとの面積に当該筆に係る県が取得する共有持分
の割合を乗じて得た数に相当する面積の合計は、３５
２，０４２．４３平方メートル））

３ 所 有 者 扇間朋子ほか５名

４ 取得予定金額 ４０，４２８，９２２円

５ 取得の方法 買収

【参考】
今回上程分に係る山林の取得状況

今回の議案に 持分割合換算面積(B) 取得割合

筆数 係る土地全体 ((A)に持分割合を乗 (全取得対象面積

の面積(A) じた換算面積) 約17,700haに対

する(B)の割合)

完全取得する山林 3筆 1.2ha 1.2ha 0.01％

持分取得する山林 24筆 1,272.7ha 35.2ha 0.20％

合 計 27筆 1,273.9ha 36.4ha 0.21％

↓
既取得割合（９３．４７％）を加えると、９３．６７％

（※端数処理のため合計が合わないことがある。）

筆 数：今回取得する土地の筆数

※ 完全取得：単独所有山林の取得及び共有山林の共有持分の全部の取得

持分取得：共有山林の共有持分の一部の取得
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